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証券コード　2753
平成27年５月25日

株 主 各 位
愛知県春日井市如意申町五丁目12番地の８

株 式 会 社 あ み や き 亭
代表取締役社長 佐 藤 啓 介

第20回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますの

で、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封
の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月９日（火
曜日）午後６時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成27年６月10日（水曜日）午前11時

２．場 所 愛知県春日井市松新町一丁目５番地

ホテルプラザ勝川　２階　さくら

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項

報 告 事 項 １．第20期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

    事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の

連結計算書類監査結果報告の件

２．第20期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）

    計算書類報告の件

決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件

第２号議案 取締役１名選任の件

第３号議案

第４号議案

補欠監査役１名選任の件

取締役に対するストック・オプション報酬の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が
生 じ た 場 合 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト （ ア ド レ ス
http://www.amiyakitei.co.jp）に掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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（添付書類）

事　 業　 報　 告

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

１．企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善など緩

やかな景気回復が見られますが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反

動や円安に伴う物価高による実質賃金の下落など、消費マインドは低調に推

移しており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当業界におきましては、消費税率引き上げ後の消費者の節約志向の高まり

と円安などによる原材料価格の上昇及び労働需給逼迫による人件費の上昇な

ど、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような環境の下、当社グループといたしましては、「お客様に喜んで

いただき、選んでいただく店舗作り」を目指し、価格を据置く一方で、「食

肉の専門集団」である強みであるカット技術を活かして品質向上に努め、お

客様にとって価値感・満足感のある商品を提供するなど他社との差別化を図

り、既存店の強化を行ってまいりました。

店舗数につきましては、株式会社アクトグループの新規連結による12店舗

に新規出店13店舗（焼肉事業10店舗、その他事業3店舗）を加えた結果、当連

結会計年度末の店舗数は221店舗となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高28,077百万円（前年同期比

14.3%増）、営業利益2,993百万円（前年同期比11.3％増）、経常利益3,082百

万円（前年同期比11.9％増）、当期純利益2,063百万円（前年同期比23.0％

増）と増収増益となり、売上、利益とも過去 高となりました。

また、株式会社あみやき亭単体の当事業年度の業績は、売上高21,763百万

円（前年同期比5.2%増）、営業利益2,441百万円（前年同期比1.4％増）、経

常利益2,549百万円（前年同期比1.0％増）、当期純利益1,642百万円（前年同

期比15.3％増）と増収増益となり、売上、利益とも過去 高となりました。

－ 2 －

事業の経過及びその成果
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事業別の状況は次のとおりであります。

＜焼肉事業＞

焼肉事業の当連結会計年度末の店舗数は、10店舗新規出店した結果、144店

舗となりました。内訳は、あみやき亭108店舗、どんどん15店舗、かるび家5

店舗、スエヒロ館9店舗、ほるたん屋3店舗、ブラックホール3店舗、ほおらず

1店舗であります。

当社が経営する「あみやき亭」では、品質の向上に徹底的にこだわり「お

客様にとって価値感・満足感のある商品」の提供に努め、既存店強化に努め

てまいりました。

また、「食肉の専門集団」である強みを活かした名古屋市場直送の新鮮な

朝挽きホルモンをその日のうちにお客様へ提供する牛タンとホルモン専門店

の「ほるたん屋」におきましては、引き続きお客様に満足感・価値感のある

ものとなるよう更に商品の磨きこみを行っております。

株式会社スエヒロレストランシステムが経営する焼肉「スエヒロ館」につ

きましては、「食肉の専門集団」である強みを活かした和牛商品を「チェー

ン店価格」で提供しております。

以上の結果、焼肉事業の当連結会計年度の売上高は、21,693百万円（前年

同期比9.3％増）となりました。尚、既存店売上前年比は、3.3％増でした。

＜焼鳥事業＞

焼鳥事業の当連結会計年度末の店舗数は、56店舗であります。

焼鳥事業は、当社が経営する「元祖やきとり家美濃路」であります。

焼鳥事業におきまして、以前より 優先事項として内部取り組みを行って

まいりましたが、既存店売上は前年を上回るなど成果が鮮明化しております。

引続き、焼きの技術向上はもとより基本の徹底や接客・サービスのレベル向

上に向けた社員教育の取組みを行ってまいります。

以上の結果、焼鳥事業の当連結会計年度の売上高は、3,683百万円（前年同

期比1.0％増）となりました。尚、既存店売上前年比は、2.4％増でした。

＜その他の事業＞

その他の事業の当連結会計年度末の店舗数は、3店舗新規出店した結果、21

店舗であります。

内訳は、株式会社スエヒロレストランシステムが経営する、レストランの

「スエヒロ館」7店舗、居酒屋「楽市」3店舗と株式会社アクトグループが経

営する寿司業態の「すしまみれ」5店舗、ダイニング5店舗、イタリアンレス

トラン1店舗であります。

－ 3 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況



2015/05/13 11:38:06 / 14067664_株式会社あみやき亭_招集通知

レストランの「スエヒロ館」につきましては、「食肉の専門集団」である

当社グループの強みを活かした「100%国産牛ハンバーグ」「国産牛ステーキ」

を提供するハンバーグ・ステーキの専門店として、引続き品質の向上に努め

てまいりました。

居酒屋「楽市」につきましても、メニュー開発を行うとともに商品の品質

向上やお客様の立場に立った接客・サービスの向上に努めてまいりました。

寿司業態、ダイニング業態、イタリアン業態とも快適な空間で食事を楽し

んで頂くことを目指し、改修・改装に取り組むとともに都心に新規出店いた

しました。

以上の結果、その他の事業の当連結会計年度の売上高は2,700百万円（前年

同期比155.2％増）となりました。尚、既存店売上前年比は、4.7％増でした。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、1,892百万円であ

り、主なものは次のとおりであります。

当連結会計年度中に取得及び完成した主な設備

焼肉事業　　あみやき亭羽島店、三郷店他  　10店舗

　　　　　　スエヒロ館新百合ヶ丘店　土地取得

－ 4 －

事業の経過及びその成果、設備投資の状況
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(3) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第 17 期

平成24年３月期
第 18 期

平成25年３月期
第 19 期

平成26年３月期

第 20 期
(当連結会計年度)
平成27年３月期

売 上 高(百万円） 21,660 23,210 24,556 28,077

経 常 利 益(百万円） 1,602 2,108 2,755 3,082

当 期 純 利 益(百万円） 710 1,159 1,678 2,063

１株当たり当期純利益 (円） 103.78 169.27 245.01 301.28

総 資 産(百万円） 14,662 16,168 17,991 20,116

純 資 産(百万円） 11,871 12,807 14,211 15,932

１株当たり純資産額 (円） 1,733.33 1,870.01 2,075.08 2,326.39

（注）1.１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

      2.当社は、平成25年10月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。１株

　　　　当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、過年度における当該株式分割に伴う影　

　　　　響を加味して遡及修正を行った数値となっております。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第 17 期

平成24年３月期
第 18 期

平成25年３月期
第 19 期

平成26年３月期

第 20 期
(当事業年度)

平成27年３月期

売 上 高(百万円） 18,947 19,770 20,683 21,763

経 常 利 益(百万円） 1,822 2,166 2,524 2,549

当 期 純 利 益(百万円） 956 1,222 1,424 1,642

１株当たり当期純利益 (円） 139.65 178.53 208.00 239.89

総 資 産(百万円） 14,714 16,097 17,396 18,961

純 資 産(百万円） 12,262 13,261 14,411 15,712

１株当たり純資産額 (円） 1,790.40 1,936.28 2,104.28 2,294.17

（注）1.１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

      2.当社は、平成25年10月１日付で株式１株につき100株の株式分割を行っております。１株

　　　　当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、過年度における当該株式分割に伴う影　

　　　　響を加味して遡及修正を行った数値となっております。

－ 5 －

直前３事業年度の財産及び損益の状況
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(4) 対処すべき課題

①人材の確保と育成

今後出店スピードを加速させる当社にとって、人材の確保と育成は 重

要課題として位置付けております。

採用については、優秀なアルバイトを社員として採用することに全社的

に取組むとともに、外食経験者を中心とした中途採用に加えて新卒採用も

積極的に進めるなど、あらゆる手段を講じて積極的に人材の確保に努めて

まいります。

人材育成については、月1回の全体会議や店長会議、経営大学、木鶏塾

等において、社長自らが「企業理念」や「経営方針」等を講話し、従業員

の意識向上に努めております。

また、新入社員研修及び焼肉事業等の「あみやき亭大学」と焼鳥事業の

「美濃路大学」などで技術、知識を十分に教育できる体制を整えており、

今後も当社グループの業容の拡大に合わせた教育体制をさらに発展させ

てまいります。

②安全安心な商品の提供

商品の安全性は、 重要課題と認識しており、当社グループにおきまし

ては、仕入食材の品質管理、加工段階における衛生管理、配送段階におけ

る温度管理と鮮度の維持において、社内体制を一層強化するとともに、信

頼できる取引先の選定、指導・教育を行ってまいります。

③新規出店

当社グループは更地契約のみならず建物賃借などあらゆる形態での新

規出店に積極的に取組んでおります。また、新規出店に際してはドミナン

ト展開を行っており、現在は関東地区において「あみやき亭」ブランドを

認知していただけるようエリアドミナントでの新規出店を加速させるこ

と、並びに、平成26年1月に全株式を取得した株式会社アクトグループが

持つ都心マーケットでのノウハウ取得による駅前立地への出店が重要課

題であると考えております。

また、一層のマーケティング調査の強化や出店地域・場所の検討内容の

充実と、今まで以上にローコスト店舗の開発を推進してまいります。

－ 6 －

対処すべき課題
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④Ｍ＆Ａについて

当社は、平成21年11月に株式会社スエヒロレストランシステムの全株式

取得、平成26年1月に株式会社アクトグループの全株式取得をし、Ｍ＆Ａ

による新たな店舗ブランドとその店舗を取得いたしました。今後におき

ましても、事業拡大加速のひとつの手段として、売上及び収益の拡大に寄

与し、店舗網の拡大が見込める可能性があると判断された事業譲渡や企業

買収の案件につきましては検討してまいります。

(5) その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名
資 本 金 又 は
出 資 金

当社の出資比率 主 要 な 事 業 の 内 容

株 式 会 社 ス エ ヒ ロ
レストランシステム

30百万円 100％

焼肉レストラン「スエヒロ館」
　　　　　　　「かるび家」

「あみやき亭
　プレミアム」

レストラン　　「スエヒロ館」
居酒屋　　　　「楽市」
の経営

株 式 会 社 ア ク ト
グ ル ー プ

80百万円 100％

焼肉レストラン「ブラックホー
　　　　　　　　ル」
寿司　　　　　「すしまみれ」
イタリアン　　「スパッカナポ
　　　　　　　　リ」
ダイニング　　「島津」

「米助」
「官兵衛」
「黒田」
「黒田農場」

の経営

－ 7 －

対処すべき課題、重要な親会社及び子会社の状況
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(7) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

① 焼肉レストラン「あみやき亭」「スエヒロ館」「かるび家」

「あみやき亭プレミアム」「ブラックホール」の経営

② 焼鳥専門店　　「元祖やきとり家美濃路」の経営

③ レストラン　　「スエヒロ館」の経営

④ 居酒屋　　　　「楽市」の経営

⑤ 寿司　　　　　「すしまみれ」の経営

⑥ イタリアン　　「スパッカナポリ」の経営

⑦ ダイニング　　「島津」「米助」「官兵衛」「黒田」「黒田農場」の経　

　　　　　　　　営

(8) 主要な営業所及び工場（平成27年３月31日現在）

① 当社本社　　　愛知県春日井市

② 加工場　　　　愛知県春日井市、神奈川県大和市

③ 直営店舗　　　221店舗

(9) 使用人の状況（平成27年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

523（2,579）名 48名増（108名増）

 (注）使用人数は就業人員（当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループ

　　　への出向者を含むほか、常用パートを含んでおります。）であり、臨時雇用者数は、年

　　　間の平均人員を（　）で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減

395（2,057）名 38名増（13名増）

（注）使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を（　）で記載しておりま

す。

(10) 主要な借入先の状況（平成27年３月31日現在）

該当事項はありません。

－ 8 －

主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況
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２．会社の現況

(1）株式の状況（平成27年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 14,400,000株

② 発行済株式の総数 6,848,800株

③ 株主数 6,872名

④ 大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 ％

チャレンジブイコーポレーション有限会社 2,499,000 36.49

日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

512,100 7.48

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト
信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）

273,900 4.00

米 久 株 式 会 社 240,000 3.50

佐 藤 啓 介 205,000 2.99

N O R T H E R N  T R U S T  C O .
( A V F C ) R E - H C R 0 0

185,800 2.71

野村信託銀行株式会社（投信口） 108,100 1.58

佐 藤 き い 105,000 1.53

B N P  P A R I B A S  S E C U R I T I E S
S E R V I C E S  L U X E M B O U R G /
J A S D E C / F I M / L U X E M B O U R G  F U N D S

92,000 1.34

資 産 管 理 サ ー ビ ス
信託銀行株式会社（証券投資信託口）

78,400 1.14

（注）自己株式は所有しておりません。

－ 9 －

株式の状況



2015/05/13 11:38:06 / 14067664_株式会社あみやき亭_招集通知

(2）会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成27年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 啓 介
株式会社スエヒロレストランシステム代表取締役会長
株 式 会 社 ア ク ト グ ル ー プ 代 表 取 締 役 会 長

常 務 取 締 役 千 々 和 　 　 　 康 管 理 本 部 長

取 締 役 竹 内 隆 盛 内 部 監 査 室 長

取 締 役 佐 藤 裕 士
株式会社スエヒロレストラ
ン シ ス テ ム 取 締 役 社 長

取 締 役 秋 岡 賢 治

常 勤 監 査 役 山 田 修 三

監 査 役 大 西 秀 典

監 査 役 隅 田 慶 彦

（注）1. 取締役秋岡賢治氏は、社外取締役であります。

2. 監査役山田修三、大西秀典及び隅田慶彦の各氏は、社外監査役であります。

3. 当社は監査役大西秀典氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 役員の異動

 ①平成26年6月11日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって、取締役小坂治樹氏は辞

任により取締役を退任いたしました。

 ②平成26年6月11日開催の第19回定時株主総会において、新たに佐藤裕士氏は取締役に選

任され就任いたしました。

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役
（う　 ち　 社　 外　 取　締　 役）

6
（1）

111百万円
（2）

監 査 役
（う　 ち　 社　 外　 監　 査　 役）

3
（3）

11
（10）

合 計 9 122

 (注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成13年6月28日開催の第6回定時株主総会において年額300百

万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

2. 監査役の報酬限度額は、平成13年6月28日開催の第6回定時株主総会において年額60百

万円以内と決議いただいております。

－ 10 －
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③ 社外役員に関する事項

イ 重要な兼職先と当社との関係（平成27年３月31日現在）

該当事項はありません。

ロ 当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況（平成26年４月～平成27年３月）

取締役会（15回開催） 監査役会（14回開催）

出 席 回 数 出 席 率 出 席 回 数 出 席 率

取 締 役 秋 岡 賢 治 15回 100％ －回 －％

監 査 役 山 田 修 三 15回 100％ 14回 100％

監 査 役 大 西 秀 典 15回 100％ 14回 100％

監 査 役 隅 田 慶 彦 15回 100％ 14回 100％

・取締役会における発言状況

社外取締役及び各社外監査役は、出席した取締役会においては、社外

取締役及び社外監査役として、報告事項や決議事項について適宜質問

するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

・監査役会における発言状況

各社外監査役は、出席した監査役会においては、社外監査役として行

った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問する

とともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

ハ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

－ 11 －
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(3) 会計監査人に関する事項

① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の

財産上の利益の合計額
22百万円

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と

金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の

報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要が

あると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、又は、監査役会の

請求に基づいて、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的と

することといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任

の理由を報告いたします。

(4）業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体

制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概

要は以下のとおりであります。

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

「取締役会規程」に基づき、毎月取締役会を開催しております。

「取締役会規程」において、重要な業務執行について取締役会に付議

すべき事項を具体的に定め、取締役会で決定を行っております。

監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況について監視を

行っております。
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監査役と社長直轄の内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調

査、法令並びに定款上の問題の有無を定期的に調査して、取締役会に報

告し、問題点の把握・改善に努める体制となっております。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」に基づき、保存・

管理しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の整備

管理本部長をリスク管理の統括責任者として、各部門の部門長を部門

別のリスク管理責任者として、関連規程やマニュアル・ガイドラインを

制定し、部門毎のリスク管理体制を構築しております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

将来の事業環境を見据えたうえで経営方針を定め、同方針を機軸に年

度計画を策定しております。

経営に関する重要事項は、年度計画を踏まえて、月例及び随時に取締

役会を開催し、審議・決定を行っております。

各部門においては、経営目標の達成と重要事項の推進に向けて活動

し、毎週行われる部長会議で業績・進捗状況等について報告を通じて検

証するほか、経営課題解決の議論を行っております。

上記についての実効性を確保するため、職務分掌規程、職務権限規程

等、各種社内規程を整備し、取締役の権限及び責任の明確化を図り、取

締役が適正かつ効率的に職務の執行を行い得る体制を構築しておりま

す。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

管理本部長をコンプライアンス全体に関する統括責任者として、各部

門の部門長を部門別のコンプライアンス責任者として、関連規程やマニ

ュアル・ガイドラインを制定し、部門毎のコンプライアンス体制を構築

しております。

使用人がコンプライアンス上、疑義ある行為を認知し、それを告発し

ても当該使用人に不利益な扱いを行わない「内部通報制度」を整備して

おります。
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⑥ 会社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制

イ．子会社の統括管理を管理部門が行い、各部門は担当事務に応じた管

理を行っております。

ロ．子会社の取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の業務執行状況

を監督、監査しております。

ハ．子会社は当社との連携を保ちながら自社の事業規模、特性を踏ま

え、自ら内部統制システムを整備しております。

※子会社は、財務報告の信頼性確保のため、当社の定める「財務報告

基本方針」に従い財務報告に係る内部統制を整備し、適切に運用し

ております。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合におけ

る当該使用人に関する事項

監査役がその必要を求めた場合には、これを置くことにしておりま

す。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

補助の使用人を置く場合には、当該使用人への指揮権は監査役に委譲

し、取締役からの独立性を確保します。

⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への

報告に関する体制

監査役は、取締役会に出席し、取締役より、重要事項の報告を受け、

関係書類の配布並びに詳細な説明を受けております。

取締役及び使用人は、当社の業績または業績に与える重要な事項につ

いて監査役に報告し、職務の執行に関する法令違反、定款違反及び不正

行為の事実、または当社に損害を及ぼす事実を知った時は、遅滞なく報

告します。
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⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることが

できるものとし、会計監査人、内部監査部門などと連携して当社の監査

の実効性を確保します。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

当社では、法令遵守規定に「法令、社内規定等あらゆるルールを厳格

に遵守し、反社会的行為や倫理にもとる行為を排除する」と規定してお

り、すべての従業員（パート・アルバイトスタッフを含む）が反社会的

勢力排除に向けた基本的な考え方を理解し、実践に努めております。

社内での対応部署といたしましては管理本部総務部が中心となり、関

係行政機関等と連携し、対応いたします。

また、新入社員研修をはじめとした各階層毎での社内研修においてコ

ンプライアンス・マニュアル等を活用して研修を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

預 け 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

の れ ん

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

投 資 不 動 産

そ の 他

9,056

8,048

102

4

58

242

236

364

11,059

7,144

4,802

331

206

11

184

1,592

17

681

6

634

40

3,234

9

269

333

1,374

650

596

流 動 負 債 3,655

買 掛 金 1,069

未払金及び未払費用 1,159

未 払 法 人 税 等 537

賞 与 引 当 金 138

役 員 賞 与 引 当 金 20

株 主 優 待 引 当 金 3

ポ イ ン ト 引 当 金 47

そ の 他 679

固 定 負 債 528

繰 延 税 金 負 債 23

資 産 除 去 債 務 337

そ の 他 167

負 債 合 計 4,183

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,931

資 本 金 2,473

資 本 剰 余 金 2,426

利 益 剰 余 金 11,031

その他の包括利益累計額 1

その他有価証券評価差額金 1

純 資 産 合 計 15,932

資 産 合 計 20,116 負 債 ・ 純 資 産 合 計 20,116

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）
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連 結 損 益 計 算 書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 28,077

売 上 原 価 10,411

売 上 総 利 益 17,666

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 14,672

営 業 利 益 2,993

営 業 外 収 益

受 取 利 息 13

受 取 配 当 金 0

受 取 賃 貸 料 12

協 賛 金 収 入 54

そ の 他 10 90

営 業 外 費 用

不 動 産 賃 貸 費 用 1 1

経 常 利 益 3,082

特 別 利 益

受 取 保 険 金 0

移 転 補 償 金 22 22

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 17

減 損 損 失 133 150

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,953

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 944

法 人 税 等 調 整 額 △53 890

少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 2,063

当 期 純 利 益 2,063

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）
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連結株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 株 主 資 本 合 計

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高

2,473 2,426 9,310 14,210

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △342 △342

当 期 純 利 益 2,063 2,063

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 1,720 1,720

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高

2,473 2,426 11,031 15,931

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高

0 0 14,211

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △342

当 期 純 利 益 2,063

株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 連 結 会 計 年 度 中
の 変 動 額 ( 純 額 )

0 0 0

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 0 0 1,721

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高

1 1 15,932

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）
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連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

　(1) 連結の範囲に関する事項

　　　・連結子会社の数　　　　　　　　　2社

　　　・連結子会社の名称　　　　　　　　株式会社スエヒロレストランシステム

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社アクトグループ

　　　・非連結子会社の数　　　　　　　　1社

　　　・非連結子会社の名称　　　　　　　株式会社マイドフードサービス

　　　（連結の範囲から除いた理由）

　　　株式会社マイドフードサービスは小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持

　　　分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な

　　　影響を及ぼしていないためであります。

  (2）持分法の適用に関する事項

　　イ 持分法を適用している関連会社

　　　 該当事項はありません。

　　ロ 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

　　　 持分法非適用会社の数　　　　　　1社

　　　 株式会社マイドフードサービス

　　　 株式会社マイドフードサービスは当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持　

　　　 分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が　

　　　 軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外して　

　　　 おります。

２．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ 有価証券

・その他有価証券

　　　時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　より算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

　　・子会社及び関連会社株式　　　  移動平均法による原価法

ロ たな卸資産

　　 評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算　

　　　 定）によっております。

① 原材料・商品

先入先出法

－ 19 －
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② 製品

総平均法

③ 貯蔵品

終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額

法を採用しております。また当社は事業用定期借地権上の建物については耐用年数を借地

期間、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　15年～31年

器具及び備品　　３年～８年

ロ 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

いております。

ハ 長期前払費用

定額法を採用しております。

ニ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、当社の所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平

　成20年４月１日より前のリース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理に

　よっております。

－ 20 －
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(3) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

ロ 賞与引当金

従業員賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度に対応する

額を計上しております。

ハ 株主優待引当金

当社において、将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるため、株主優待券の

利用実績率に基づいて、翌連結会計年度以降に発生すると見込まれる額を計上しておりま

す。

ニ ポイント引当金

将来のポイントサービスの利用による費用の発生に備えるため、ポイントサービスの利

用実績率に基づいて、翌連結会計年度以降に発生すると見込まれる額を計上しております。

(4）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、15年間の定額法により償却しております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

　　　 消費税等の会計処理

　　　　 消費税及び地方消費税の会計基準は税抜方式によっております。

３．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

４．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 7,258百万円

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 6,848,800株 －株 －株 6,848,800株

－ 21 －
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(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

イ．平成26年6月11日開催の第19回定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額　　　　　　　171百万円

・１株当たり配当金額　　　　25円

・基準日　　　　　　　　　　平成26年3月31日

・効力発生日　　　　　　　　平成26年6月12日

ロ．平成26年10月１日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額　　　　　　　171百万円

・１株当たり配当金額　　　　25円

・基準日　　　　　　　　　　平成26年9月30日

・効力発生日　　　　　　　　平成26年12月10日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

　 るもの

平成27年6月10日開催予定の第20回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額　　　　　　　308百万円

・配当の原資　　　　　　　　利益剰余金

・１株当たり配当金額　　　　45円

・基準日　　　　　　　　　　平成27年3月31日

・効力発生日　　　　　　　　平成27年6月11日

６．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品の状況に関する取組方針

当社グループは、必要な資金を主に自己資金で賄っており、余資は安全性の高い金融資

産で運用しております。またデリバティブ取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金及び預け金は、取引先の信用リスクにさらされておりますが、回

収までの期間はおおむね短期であり、貸倒実績率は低いものとなっております。当該リス

クについては、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、営業部が取引先の状況を

モニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽減に

努めております。

有価証券は、上場株式であり、主に業務上の関係を有する取引先企業の株式です。これ

らは、発行体等の信用リスク及び市場価格・為替・金利の変動リスクにさらされておりま

す。当該リスクについては、定期的にこれらの時価や発行体の財務状況等を把握し、リス

ク軽減に努めております。

長期貸付金は主に土地所有者への建物建設に伴う資金として、差入保証金は主に出店に

伴う差入保証金であり、店舗建物所有者の信用リスクにさらされております。当該リスク

については、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、開発部が取引先の状況をモ

ニタリングし、財務状況の悪化等を把握したときは速やかに対応するなどリスク軽減に努

めております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含ま

れておりません。

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現 金 及 び 預 金 8,048 8,048 －

(2) 預 け 金 102 102 －

(3) 売 掛 金 4 4 －

(4) 投 資 有 価 証 券 4 4 －

(5) 長 期 貸 付 金 ( 純 額 ) 269 293 24

(6) 差 入 保 証 金 ( 純 額 ) 1,374 1,243 △131

(7) 買 掛 金 1,069 1,069 －

(8) 未払金及び未払費用 1,159 1,159 －

(9) 未 払 法 人 税 等 537 537 －

（注１）(1) 現金及び預金、(2) 預け金、(3) 売掛金

これらは短期間で決済される性格のものであるため、時価は帳簿価額にほぼ

等しいと言えることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

上場会社の株式であり、時価は取引所の価格によっております。

(5) 長期貸付金

事業に係る建設協力金であり、時価はその将来キャッシュ・フローをリスク

フリー・レートに信用スプレッドを上乗せした割引率で割り引いた現在価値に

より算定しております。

(6) 差入保証金

事業に係る差入保証金であり、時価は将来キャッシュ・フローをリスクフリ

ー・レートに信用スプレッドを上乗せした割引率で割り引いた現在価値により

算定しております。

(7) 買掛金、(8) 未払金及び未払費用、(9) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、

当該帳簿価額によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（連結貸借対照表計上額5百万円）は市場価値がなく、かつ将来キ

ャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて

困難と認められるため、「（4）投資有価証券」には含めておりません。

－ 23 －
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７．賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

８．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,326円39銭

(2) １株当たり当期純利益 301円28銭

９．減損会計に関する注記

当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本にグルーピング

しております。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗について、固定資産簿価を全額回収

できる可能性が低いと判断した以下の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（133百万円）として特別損失に計上いたしました。

なお、当社回収可能価額は正味売却価額により算定しており、売却や他への転用が困難な資

産は零評価しております。

場　　　所 用　　　途 種　　　類 減損損失（百万円）

愛 知 県 営 業 店 ２ 店 舗 建 物 等 16

埼 玉 県 営 業 店 ２ 店 舗 建 物 等 105

東 京 都 営 業 店 １ 店 舗 建 物 等 11

減損損失の内訳は、次のとおりです。

固 定 資 産 の 種 類 減 損 損 失 （ 百 万 円 ）

建 物 　　　　　　　　　　　　　 114

そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　18

合　　　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　　　　　 133

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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11．資産除去債務関係の注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約の契約期間及び建物の耐用年数（主に20年）と見積り、割引率は

当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り（主に1.44％）を使用して資産除去債務の金額

を算定しております。

(3) 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　312百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額　　　　　　　 23百万円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　　　5百万円

資産除去債務の履行による減少額　　　　　　　△4百万円

期末残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　337百万円

－ 25 －
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貸　借　対　照　表
（平成27年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

預 け 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

1年内回収予定の関係
会 社 長 期 貸 付 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

そ の 他

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

関係会社長期貸付金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

差 入 保 証 金

投 資 不 動 産

保 険 積 立 金

7,580

6,856

62

1

39

158

141

111

159

49

11,380

5,595

3,759

277

141

9

168

1,223

14

42

4

37

5,742

0

1,577

180

1,699

202

333

739

650

357

流 動 負 債 2,923

買 掛 金 878

リ ー ス 債 務 3

未 払 金 225

未 払 費 用 639

未 払 法 人 税 等 494

未 払 消 費 税 等 374

預 り 金 83

前 受 収 益 33

賞 与 引 当 金 95

役 員 賞 与 引 当 金 10

株 主 優 待 引 当 金 3

ポ イ ン ト 引 当 金 42

そ の 他 39

固 定 負 債 325

リ ー ス 債 務 54

資 産 除 去 債 務 238

預 り 保 証 金 23

長期リース資産減損勘定 8

負 債 合 計 3,248

純 資 産 の 部

株 主 資 本 15,712

資 本 金 2,473

資 本 剰 余 金 2,426

資 本 準 備 金 2,426

利 益 剰 余 金 10,811

利 益 準 備 金 36

その他利益剰余金 10,774

別 途 積 立 金 6,100

繰越利益剰余金 4,674

評価・換算差額等 0

その他有価証券評価差額金 0

純 資 産 合 計 15,712

資 産 合 計 18,961 負 債 ・ 純 資 産 合 計 18,961

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）
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損　益　計　算　書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 21,763

売 上 原 価 8,367

売 上 総 利 益 13,395

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 10,954

営 業 利 益 2,441

営 業 外 収 益

受 取 利 息 47

受 取 配 当 金 0

受 取 賃 貸 料 34

協 賛 金 収 入 19

そ の 他 7 109

営 業 外 費 用

不 動 産 賃 貸 費 用 1 1

経 常 利 益 2,549

特 別 利 益

受 取 保 険 金 0

移 転 補 償 金 22 22

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 16

減 損 損 失 16 32

税 引 前 当 期 純 利 益 2,539

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 892

法 人 税 等 調 整 額 3 896

当 期 純 利 益 1,642

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）

－ 27 －

損益計算
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株主資本等変動計算書

(平成26年４月１日から
平成27年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高

2,473 2,426 2,426 36 6,100 3,374 9,510 14,411

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △342 △342 △342

当 期 純 利 益 1,642 1,642 1,642

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 (純 額 )

事業年度中の変動額合計 － － － － － 1,300 1,300 1,300

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高

2,473 2,426 2,426 36 6,100 4,674 10,811 15,712

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平 成 2 6 年 ４ 月 １ 日
期 首 残 高

0 0 14,411

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △342

当 期 純 利 益 1,642

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の 変 動 額 (純 額 )

0 0 0

事業年度中の変動額合計 0 0 1,300

平 成 2 7 年 ３ 月 3 1 日
期 末 残 高

0 0 15,712

（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております）

－ 28 －

株主資本等変動計算書
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

・その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部

純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のないもの　　　　　　　　移動平均法による原価法

・子会社及び関連会社株式　　　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）によっております。

・商品・原材料　　　　　　　　先入先出法

・製品　　　　　　　　　　　　総平均法

・貯蔵品　　　　　　　　　　　 終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く）について

は定額法によっております。また、当社は事業用定期

借地権上の建物については耐用年数を借地期間、残存

価額を零とする定額法によっております。

（主な耐用年数）

建物　　　　　　15年～31年

器具及び備品　　３年～８年

②　無形固定資産

・自社利用のソフトウェア　　　　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

・その他の無形固定資産　　　　　定額法によっております。

③　長期前払費用　　　　　　　　　定額法によっております。

④　リース資産　　　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

資産

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

を採用しております。

なお、当社の所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年４月１日より前

のリース取引については、通常の賃貸借取引に準じた

会計処理によっております。

－ 29 －

個別注記表
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　従業員の賞与支給に備えるため、将来の支給見込額の

うち、当事業年度に対応する額を計上しております。

　　③　株主優待引当金　　　　　　　　将来の株主優待券の利用による費用の発生に備えるた

　　め、株主優待券の利用実績率に基づいて、翌事業年度

　　以降に発生すると見込まれる額を計上しております。

④　ポイント引当金　　　　　　　　将来のポイントサービスの利用による費用の発生に備

えるため、ポイントサービスの利用実績率に基づいて、

翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を計上して

おります。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計基準は税抜方式によっております。

２．会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 5,699百万円

(2) 関係会社に関する（区分表示したものを除く）金銭債権及び金銭債務

　　　売掛金 0百万円

　　　未収入金 24百万円

　　　短期貸付金 41百万円

　　　買掛金 68百万円

　　　預り保証金 23百万円

(3) 取締役、監査役に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債権 1百万円

－ 30 －

個別注記表
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４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引 566百万円

営業取引以外の取引 57百万円

５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払事業税 39百万円

賞与引当金繰入超過額 31百万円

少額固定資産 5百万円

減価償却超過額 147百万円

事業用定期借地権

仲介手数料 37百万円

前受収益 11百万円

減損損失 102百万円

資産除去債務 76百万円

その他 29百万円

繰延税金資産小計 480百万円

繰延税金資産合計 480百万円

繰延税金負債

資産除去債務 35百万円

繰延税金負債合計 35百万円

繰延税金資産の純額 445百万円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の主要な差異要因の内訳

　　　当事業年度については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差
　　異が法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）及び「地方税法等の一部を

　改正する法律」（平成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日

　以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴

　い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.3％から平成

　27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.8％に、平成28

　年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.1％となり

　ます。

　　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は42百

　万円減少し、法人税等調整額が42百万円、その他有価証券評価差額金が０百万円、それぞれ

　増加しております。

－ 31 －

個別注記表
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６．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、店舗建物の一部については所有権移転外ファイナ

ンス・リース契約により使用しております。

(1)　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期

     末残高相当額

取得価額相当額
減価償却累計額
相当額

減損損失累計額
相当額

期末残高相当額

建 物 369百万円 214百万円 15百万円 139百万円

　　なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等の占める未経過リース料期末残

　高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。

(2)　未経過リース料期末残高相当額

　１　年　内 　　　14百万円

　１　年　超 　　 118百万円

　　合　計 　　 132百万円

　　リース資産減損勘定期末 　　　 9百万円

　　なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過

　リース料期末残高の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。

(3)　支払リース料及び減価償却費相当額

　　支払リース料　　　　　　　　　  20百万円

　　減価償却費相当額　　　　　　    17百万円

(4)　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

７．関連当事者との取引に関する注記

種 類
会社等の
名 称

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有)割合

関連当
事者と
の関係

取引内容
取引金額
 （百万円)

科 目
期末残高
（百万円)

子会社
株式会社
ｽｴﾋﾛﾚｽﾄﾗﾝ
ｼｽﾃﾑ

100％

資金の
援助

資金の貸付 －
１年内回収予
定の関係会社
長期貸付金

118

資金の回収 118 長期貸付金 1,699

利息の受取
（注１）

34 － －

店舗の
賃貸

固定資産の
賃貸
（注２）

22 － －

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　（注１）市場金利を勘案した利率を合理的に決定しております。

　（注２）近隣時価、近隣賃貸料を勘案して合理的に決定しております。

８．１株当たり情報に関する注記

　　(1)  １株当たり純資産額 2,294円17銭

　　(2)  １株当たり当期純利益 239円89銭

－ 32 －

個別注記表
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９．減損会計に関する注記

当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位として店舗を基本にグルーピングしており

ます。

営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗について、固定資産簿価を全額回収

できる可能性が低いと判断した以下の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（16百万円）として特別損失に計上いたしました。

なお、当社回収可能価額は正味売却価額により算定しており、売却や他への転用が困難な資

産は零評価しております。

場　　　所 用　　　途 種　　　類 減損損失（百万円）

愛 知 県 営 業 店 2 店 舗 建 物 等 　16

減損損失の内訳は、次のとおりです。

固 定 資 産 の 種 類 減 損 損 失 （ 百 万 円 ）

建 物 　　　　　　　　　　　　　　13

そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　 2

合　　　　　　　　　　　計 　　　　　　　　　　　　　  16

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

11．資産除去債務関係の注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

　店舗等の不動産賃貸契約及び定期借地権契約に伴う原状回復義務等であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を当該契約の契約期間及び建物の耐用年数（主に20年）と見積り、割引

率は当該使用見込期間に見合う国債の流通利回り（主に1.44％）を使用して資産除去債

務の金額を算定しております。

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

期首残高　　　　　　　　　　　　　　　　   222百万円

有形固定資産の取得に伴う増加額　　 　　　   12百万円

時の経過による調整額　　　　　　　　　　　   4百万円

資産除去債務の履行による減少額　　 　　    △1百万円

期末残高　　　　　　　　　　　　　 　 　   238百万円

－ 33 －

個別注記表
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月８日

株式会社あみやき亭

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥 谷 浩 之 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 楠 元 　 宏 

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社あみやき亭の平成26年４

月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討

することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社あみやき亭及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計

算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているも

のと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上

－ 34 －

連結会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
平成27年５月８日

株式会社あみやき亭

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 奥 谷 浩 之 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 楠 元 　 宏 

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社あみやき亭の平成

26年４月１日から平成27年３月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査

を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第20期事業
年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づ
き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から
その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通
を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会そ
の他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、
本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適
合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備され
ている体制(内部統制システム)の状況を監視及び検証いたしました。な
お、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監
査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報
告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及び
その附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施し
ているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査
人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社
計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個
別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連
結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討
いたしました。

－ 36 －
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
一、事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。
二、取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
三、内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め
ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び
取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指
摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で

あると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当で
あると認めます。

平成27年５月９日

株式会社あみやき亭　監査役会

常勤監査役(社外監査役) 山 田 修 三 

監　査　役(社外監査役) 大 西 秀 典 

監　査　役(社外監査役) 隅 田 慶 彦 

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、内

部留保にも意を用い以下のとおりといたしたいと存じます。

  また、当社は、平成27年6月22日に創立20周年を迎えることとなりました。つき

ましては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、普通配当30円に記

念配当15円を加え、当期の期末配当は１株につき45円とさせていただきたいと存

じます。

　期末配当に関する事項

第20期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金45円といたしたいと存じます。

（普通配当30円、創立20周年記念配当15円）

なお、この場合の配当総額は308,196,000円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年6月11日といたしたいと存じます。

－ 38 －
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第２号議案 取締役１名選任の件

　会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、コーポレートガバナンス

の一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員することとし、取締役1名の選任

をお願いするものであります。

　なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取

締役の任期の満了する時までとなります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 数

なか

中
にし

西
やす

安
ひろ

廣

（昭和23年７月５日）

昭和42年４月　協同飼料株式会社入社

昭和52年５月　米久株式会社入社

昭和63年５月　米久株式会社取締役

平成13年５月　米久株式会社常務取締役

平成20年５月　米久株式会社取締役常務執行役員営業

本部長

平成22年５月　米久株式会社取締役専務執行役員営業

本部長

平成26年５月　米久株式会社顧問（非常勤）

平成27年５月　米久株式会社顧問（非常勤）退任

5,800株

（注）1.上記の候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。

　　　2.取締役候補者中西安廣氏は、社外取締役候補者であります。

　　　3.社外取締役候補者とする理由について

　　　　　中西安廣氏につきましては、経営に関する豊富な経験と知識を取締役に就任された場

　　　　合に当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであ

　　　　ります。
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第３号議案 補欠監査役１名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選

任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。また、

候補者からは、監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合

に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所有する当社
の 株 式 数

ほり

堀
うち

内
あき

朗
ひさ

久

(昭和35年６月６日)

昭和54年４月　米久株式会社入社

平成15年３月　米久株式会社加工品事業本部長

平成15年５月　米久株式会社取締役

平成17年３月　米久株式会社ハム・ソーセージ事業部長

平成18年５月　米久株式会社名古屋支社長

平成18年５月　米久株式会社執行役員

平成19年９月　米久株式会社営業本部副本部長　兼　営

業企画部長　兼　西日本地区統括

平成21年５月　米久株式会社常務執行役員

平成24年５月　米久株式会社商品本部長

平成25年３月　米久株式会社営業本部長（現任）

平成27年５月　米久株式会社取締役常務執行役員（現任）

－株

(注) 1. 上記の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 補欠監査役候補者堀内朗久氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 補欠の社外監査役候補者とする理由について

堀内朗久氏につきましては、上場企業の役員として培われた知識を監査役に就任され

た場合に当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願

いするものであります。

－ 40 －
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第４号議案 取締役に対するストック・オプション報酬の件

当社は、会社法第361条第１項に基づき、平成13年6月28日開催の第６回定時株

主総会において、取締役に対する金銭報酬として、取締役については年額300百万

円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることをご承認いたただき、

今日に至っておりますが、かかる金銭報酬の別枠にて、取締役に対する報酬とし

て年額100百万円（うち社外取締役3百万円。ただし、使用人分給与は含まない。）

の範囲内でストック・オプションとして新株予約権を発行することにつき、ご承

認をお願いするものであります。

当社の取締役に対しストック・オプション報酬として発行する新株予約権の額

は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個あたりの公正価額に、

割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。ここでいうところの割

当日における新株予約権１個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予約

権の公正価額の算定のために一般的に利用されている算定方法を用いることとし

ております。

かかるストック・オプションの付与は、新株予約権の公正な評価額を払込金額

とする新株予約権を当社取締役に割当てる一方、当該払込金額に相当する金銭報

酬を支給することとし、報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相

殺する方法により行います。

なお、現在の取締役は5名（うち、社外取締役1名）でありますが、第2号議案

が原案どおり承認可決されました後は、取締役は6名（うち、社外取締役2名）と

なります。

１．取締役に対するストック・オプション報酬として新株予約権を発行すること

を相当とする理由

当社の業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主利益の連動性を高

めることを目的としており、報酬制度として相当と判断するものであります。

２．報酬等の内容（ストック・オプション報酬として１年間に発行する新株予約

権の内容）

（１）新株予約権の数

取締役については200個（うち社外取締役分は6個）を各事業年度に係る定

時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の上限とする。

（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

取締役については20,000株（うち社外取締役分は600株）を各事業年度に

係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の目的である

－ 41 －
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株式の数の上限とする。なお、新株予約権の目的である株式の種類は普通株

式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は100株とする。

また、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合等を行うことに

より、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を

行うものとする。

（３）新株予約権と引換えに払い込む金額

新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック･ショー

ルズ･モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新

株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当

する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と本新株予約権の払込金

額の払込債務とを相殺する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権１個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約

権を行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの払込

金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、金１円とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

割当日から割当日後40年を経過する日までの範囲内で、取締役会が決定す

る期間とする。

（６）譲渡による新株予約権の取得の制限

　　　　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。

（７）新株予約権の行使の条件

①　新株予約権者は、上記（５）の期間内において、当社の取締役、監査

役及び従業員等の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日ま

でに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。

②  その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。

（８）その他の新株予約権の募集事項

その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定す

る取締役会において定める。

以　上
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株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

愛知県春日井市松新町一丁目５番地

ホテルプラザ勝川　２階　さくら

勝川IC

オートバックス

勝川町４

勝川IC

東名阪自動車道

至名古屋

城北線
勝川駅

至松河戸IC

コスモ
石油

国
道
19
号
線

愛知銀行

ミニミニ

勝川交番

モスバーガー

勝川町６

勝川駅前

足立病院

大和通２

勝川駅前東

バ
ス
ロ
ー
タ
リ
ー

ホ
テ
ル
プ
ラ
ザ
勝
川

大和通１

あさくま
愛
知
マ
ツ
ダ

シ
ャ
ト
ー
勝
川

味美線

ル
ネ
ッ
ク
ビ
ル

大和通２東

ゼネラル石油

ヤマナカ

若草通１

国
道
19
号
線

八幡社

県
道
内
津
勝
川
線

春日井
郵便局

春日井サティ

Ｎ

若草通３

至春日井IC
多治見

至名古屋空港

勝川駅

交 通 の ご 案 内

交通　ＪＲ中央線「勝川駅」のすぐ前

当日は駐車場のご用意ができませんので、お車でのご来場は

ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

地図




